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  住宅
空き家バンク

等

空き家情報バン

ク

町内にある空き家・空き地の情報を公開し、利用・購入希望者と物件所

有者との橋渡しをします。
総務課 0256-57-6222

結婚・子育て 妊娠・出産 妊婦健診

妊婦健診１４回分の助成を受けることができます。

妊婦一般健康診査受診票は妊娠届の受付の際、母子手帳と一緒にお渡し

ます。

総務課 0256-57-6222

結婚・子育て 妊娠・出産
妊産婦医療費助

成

母子健康手帳の交付を受けた翌月初日から出産した月の翌月末日まで、

妊産婦が支払う医療費のうち、一部負担金を超える額を助成します。

〔一部負担金〕入院：1,200円/日、通院：530円/日（同一医療機関ご

と月４回目まで）

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 妊娠・出産 新生児訪問

赤ちゃんが生まれてから４週間以内に助産師が無料で１回訪問し、赤

ちゃんの計測とお母さんの産後の体調や、授乳・育児などについての相

談をお受けします。

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 妊娠・出産 不妊治療費助成

医師が不妊治療と認める検査・治療のうち、保険給付の対象となる不妊

治療について、医療機関で支払った自己負担分の1/2（上限あり）を助

成します。

助成額：一般不妊治療：上限20,000円、特定不妊治療：上限40,000円

助成回数：1年度につき1回まで

申請期限：最終の治療を受けた（終えた）月の末日から6月以内

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て
子ども医療費助

成

・医療機関等で支払った保険診療分医療費から自己負担額等を差し引い

た金額を助成します。

【助成対象】入院、通院：出生から高校卒業（満18歳に達した年度

末）まで

【一部負担金】入院：無料 通院：1日 530円（医療機関ごとに月４

回まで）

※ただし、入院の一部負担金については、医療機関で一旦お支払いいた

だきます。

 後日、償還払の手続きを行うことにより、入院の一部負担金分を助成

します。

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て 各種検診・学級

赤ちゃんが生まれた後、各年齢期に応じた健（検）診や学級を開催しま

す。

・２ヶ月児学級 ・乳児健診（４ヶ月児） ・育児学級（６～７ヶ月

児）・１０ヶ月すくすく学級

・１歳６ヶ月児健診 ・２歳児、２歳６ヶ月児歯科検診 ・３歳児健診

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て 育児相談会
毎月２回、就園前の幼児の保護者や家族を対象とした育児相談会を、竹

の友幼児園子育て支援センターで開催しています。
保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て
田上の１２か年

教育

田上町教育委員会では、「田上の子どもは田上で育てる」を合言葉に、

「田上の１２か年教育」に取り組んでいます。竹の友幼児園から、田上

中学校まで一貫した教育を行うことにより、「志をもって意欲的に学

び、自律と思いやりの心をもつ、たくましい子ども」が育つよう目指し

ていきます。

教育委員会 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て
放課後児童クラ

ブ

小学校1年生～6年生を対象に、子どもが放課後に帰宅しても両親が共

働きなどのため面倒をみる方がいない家庭に代わって、指導員がお世話

しています。

教育委員会 0256-47-1201

結婚・子育て 子育て
学校給食費多子

世帯軽減助成

町立学校並びに町内に住所を有し町外の小中学校等に在籍する2人以上

の児童生徒を有する保護者に対して、学校給食に係る経費を助成しま

す。

2人目：半額 3人目以降：全額助成

教育委員会 0256-57-6114

結婚・子育て 子育て 竹の友幼児園

公立の認定こども園です。幼児教育から小・中学校まで一貫した教育を

行うことで、「志をもって意欲的に学び、自律と思いやりの心をもつ、

たくましい子ども」が育つよう目指しています。

教育委員会 0256-57-6114

【田上町】
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結婚・子育て 子育て
子育て支援セン

ター

未就園時及びその保護者を対象に、親子のための遊び場の提供や親同士

の情報交換、仲間づくりの場を提供します。また、子育てに関する悩み

や問題に、専門スタッフがアドバイスや育児相談や情報提供を行いま

す。

竹の友幼児園 0256-41-5530

結婚・子育て 子育て

田上町乳幼児育

児用品購入費助

成

０～２歳（生まれた月の翌月から満2歳の誕生日が属する月）までの乳

幼児等の育児用品購入費を助成します。育児用品購入のために使用でき

るチケット（月２，０００円分）を交付し、取扱店で使用することがで

きます。令和元年度より、高額商品の購入に対して、交付された助成券

の額内で償還払いによる助成も始めました。

保健福祉課 0256-41-5535

結婚・子育て 子育て
田上町子育て応

援カード事業

町内の中学３年生以下のお子さんのいる世帯に１枚、子育て応援カード

を交付します。田上町・新潟市・聖籠町・新発田市・胎内市・加茂市の

協賛店でカードを提示すると、特別なサービスの提供を受けることがで

きます。

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て
田上町入学お祝

い品贈呈事業

小学校および中学校に入学した児童・生徒に対し、入学お祝い品（お米

か体操着購入補助券を選択）を贈呈します。
総務課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て

子育て世代包括

支援センター

「すくさぽ た

がみっこ」

妊娠期から子育て期まで切れ目なくサポートする場所です。妊娠・出

産・子育てに関することならなんでも相談できます。また、産前・産後

サポート「たがみっこくらぶ」や生後1歳までの乳児その保護者が対象

の産後ケアも行っています。

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て 祖父母手帳

祖父母世代と親世代との世代間コミュニケーションの円滑化を図り、子

育てしやすい環境を整えるための取り組みとして、祖父母手帳の配布や

講演会を行っています。

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て
不育症治療費助

成

不育症の悩みを抱えているご夫婦が少しでも早く医療機関に相談し、適

切な治療に結びつくことができるよう、不育症と診断するための検査費

用や診断を受けて行う治療・検査にかかる費用のうち、自己負担額の2

分の1（上限10万円）を助成します。

保健福祉課 0256-57-6112

結婚・子育て 子育て
新生児聴覚検査

費助成

新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で適切な措置が

講じられるよう、聴覚検査費用に対して5,000円を上限に助成します。
保健福祉課 0256-57-6112

◎ その他 - 移住支援金

一定の条件を満たして東京圏から移住した方に対し、移住支援金（単

身：60万円、世帯：100万円、子ども1人につき100万円）を支給しま

す。（就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす

方）

総務課 0256-57-6222

【田上町（つづき）】


